
る
一
人
と
し
て
こ
の
場
を
借
り
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

一
九
八
八
年
二
一
月
東
京
創
文
社

A
五
剣
八
五

O
O圏

839 

森

正
夫
著

明
代
江
南
土
地
制
度
の
研
究

果

成

金

戟
後
、
日
本
の
中
園
史
皐
界
は
、
中
園
史
の
ほ
ぼ
全
分
野
で
飛
躍
的
な
褒
展

を
途
げ
て
来
た
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
明
代
史
の
研
究
は
そ
の
代
表
的
な
例
で

あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
最
近
出
た
森
正
夫
教
授
の
本
書
は
、
こ
う
し
た
明
代
史

分
野
の
設
展
水
準
を
う
か
が
わ
せ
る
大
著
で
あ
る
。

新
中
園
が
成
立
し
た
後
、

日
本
の
中
園
史
皐
界
は
、
中
園
史
を
世
界
史
的
法

則
性
の
中
で
把
揮
す
る
こ
と
を
嘗
面
の
課
題
と
し
て
い
た
。
そ
の
影
響
で
撞
頭

し
た
問
題
の
一
つ
が
、
大
土
地
所
有
者
(
地
主
)
と
直
接
生
産
者
(
佃
戸
)
と

の
生
産
関
係
を
根
嬢
と
し
て
、
宋
代
か
ら
阿
片
戦
争
以
前
の
清
中
期
ま
で
を
本

質
的
に
一
つ
の
時
代
と
見
ょ
う
と
す
る
覗
角
の
普
遍
化
で
あ
る
。
こ
う
し
百
一
腕

角
に
従
っ
た
研
究
に
謝
し
て
は
、
田
中
正
俊
の
「
下
部
構
造
の
み
の
分
析
」
と

い
う
批
判
と
反
省
が
あ
り
、
そ
の
後
に
は
、
下
部
構
造
だ
け
で
な
く
、
園
家
権

力
と
土
地
所
有
関
係
(
園
家
と
農
民
)
ま
で
を
含
む
祉
舎
構
造
な
い
し
圏
家
構

造
を

一つ

の
構
図
で
把
短
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
試
み
ら
れ
た
。
一
九
六

0
年

代
以
後
、
日
本
の
明
清
史
闘
争
界
を
風
擁
し
た
「
郷
紳
的
土
地
所
有
」
論
と
「
郷

紳
支
配
」
論
等
、
い
わ
ゆ
る
「
郷
紳
」
論
は
、
ま
さ
し
く
か
か
る
動
き
の
表
現

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

「
郷
紳
」
論
は
、
地
主
・
佃
戸
制
の
構
造
的
出
変
化
、

商
品
経
済
の
劃
期
的
な
展
開
、
そ
し
て
税
・
役
枚
取
健
制
の
改
革
等
、
政
治
・

-199ー
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経
済
・
枇
曾
全
般
に
亙
る
幾
化
を
集
約
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
書
に
現
わ
れ
る
著
者
の
立
場
は
、

一
九
五
0
年
代
ま
で
の
日
本
の
明
清
時

代
社
舎
経
済
史
研
究
、

な
か
で
も
西
嶋
定
生
を
は
じ
め
と
す
る

「諸
先
皐
の
業

絞
に
大
き
く
鮒
砕
鉱
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
時
貼
で
の
中
心
的
課
題
に
必
ず
し
も

か
か
わ
っ
て
い
な
い
」
(
二
九
頁
)
と
言
う
。

そ
し
て
六

0
年
代
以
後
の

「郷

紳
」
論
等
の
研
究
本
流
に
劃
し
て
も
少
し
は
超
然
と
し
た
場
に
立
っ
て
い
る
と

言
う
。

し
か
し
、
結
果
的
に
見
る
と
、

「
郷
紳
論
と
共
通
す
る
闘
心
が
反
映
さ

れ
て
い
る
L

(

一
五
頁
)
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
明
代
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
土
地
所
有
の
質
現
に
つ
い
て
、
衣
の

四
つ
の
側
面
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
。
①
股
業
経
鐙
の
形
態
、
②
土
地
所

有
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
生
産
関
係
、

③
こ
れ
ら
を
基
盤
と
す
る
税
額
徴
牧
制
度

(
災
質
的
に
は
図
家
の
土
地
所
有
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
、
い
わ
ば
税
制
上
の

土
地
制
度
〉
、
④
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
の
図
家
の
法
的
制
度
、
い
わ
ば
法
制

上
の
土
地
制
度
(
官
回
と
民
田
と
の
区
別
は
、
も
っ
と
も
直
接
的
に
は
法
制
上

の
制
度
に
基
づ
い
て
い
る

〈
一
九
頁
〉
)
。
こ
の
中
で
、
①
と
②
の
問
題
に
針
し

て
は
、
白
木
製
界
で
共
通
し
た
一
般
的
認
識
が
得
ら
れ
た
段
階
で
あ
る
が
、
③

と
@
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
そ
う
し
た
段
階
ま
で
到
達
し
て
い
な
い
と
言

》フ。
か
か
る
認
識
の
下
で
、
著
者
は
次
の
二
つ
の
問
題
に
挑
戦
し
て
い
る
。
第
一

は
、
「
宋
代
以
後
の
中
園
枇
舎
で
、

生
産
か
ら
闘
家
権
力
に
至
る
ま
で
、
各
領

域
で
の
人
聞
の
諸
活
動
を
共
通
し
て
規
定
し
て
い
る
原
理
と
、
そ
の
原
理
に
寅

か
れ
た
枇
舎
の
構
造
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
聞
い
た
い
」

(三

O
頁
)
。
第
二

は
、
「
そ
う
し
た
原
理
な
り
構
造
、
い
わ
ば
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
中
園

祉
曾
の
民
族
的
特
質
が
、
十
九
世
紀
前
牢
の
ア
ヘ
ン
戦
争
期
、
あ
る
い
は
二
十

世
紀
後
牢
の
今
日
に
い
た
る
中
闘
祉
舎
の
展
開
に
ど
う
か
か
わ
る
か
を
問
う
」

(三

O
頁
)
と
言
う
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
つ
い
て
、
著
者
は
左
の
よ
う
な
目
的
を
追
究
し
て

い
る
。
第
て
「
十
四
世
紀
後
字
、
明
朝
の
創
始
期
か
ら
十
七
世
紀
前
半
に
い

た
る
江
南
デ
ル
タ
の
税
額
徴
枚
制
度
の
存
在
形
態
を
、
賃
設
的
に
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
最
も
直
接
的
な
目
標
と
し
て
い
る
」
(
二
六
頁
)
。
第
二
、
「
康
範
な

官
田
を
包
掘
し
た
明
代
江
南
に
お
け
る
税
役
徴
枚
制
度
の
展
開
過
程
を
明
ら
か

に
し
、
そ
こ
に
税
額
徴
牧
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
園
家
の
土
地
制
度
の
展
開

過
程
を
た
ど
り
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
同
時
代
の
土
地
所
有
の
あ
り
か
た
を
考

察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
L

(

二
七
頁
〉
。
第
三
、
「
地
域
史
の
試
み
で
あ
る
。

油田
島
敦
俊
の
研
究
に
内
包
さ
れ
て
い
る
地
域
史
の
試
み
で
あ
り
、
ま
た
宮
崎
市

定
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
江
南
と
い
う
特
殊
な
一
角
か
ら
全
中
園
の
動
向
を
さ

ぐ
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
る
」
(二
八
|
二
九
頁)。

こ
の
中
で
第
一
の
目
標
だ

け
を
取
っ
て
見
て
も
、
一
九
五

0
年
代
以
来
日
本
の
明
清
史
摩
界
の
看
過
し
て

い
た
分
野
で
あ
る
、
官
回
と
税
糧
制
度
に
貫
徹
さ
れ
た
明
朝
園
家
権
力
の
支
配

鐙
制
を
、
江
南
デ
ル

タ
地
域
に
即
し
て
質
謹
的
に
解
明
し
よ
う
と
し
た
黙
で
大

き
な
意
味
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

本
書
は
、
一
九
六

O
年
か
ら
八
六
年
に
至
る
ま
で
の
二
五

・
六
年
聞
に
わ
た

っ
て
、
右
記
の
よ
う
な
問
題
関
心
と
関
連
し
た
著
者
の
研
究
成
果
を
集
成
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
聞
の
問
題
意
識
の
幾
化
と
設
展
、
同
年
界
の
動
向
と
業
績
等

を
十
分
反
映
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
諸
国
稿
を
加
筆

・
修
正
し
て
系
統
が
立
つ

よ
う
に
新
た
に
揺
入
し
た
内
容
も
少
な
く
な
い
。
従
っ

て
本
書
は
最
新
の
研
究

業
績
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
本
書
の
白
衣
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

序
章

第
一

章

第
二
章
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十
四
世
紀
後
牢
に
お
け
る
明
代
江
南
官
田
の
形
成

明
初
江
南
官
田
の
存
在
形
態



第
三
草
十
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
江
南
官
田
の
再
編
成

第
四
章
十
五
世
紀
中
葉
以
降
の
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
税
糧
徴
枚
制
度
の

獲
容

第
五
章

十
六
世
紀
江
南
に
お
け
る
税
糧
徴
牧
制
度
の
改
革
と
官
田
の
消
滅

終
章

附
編

元
代
新
西
地
方
の
官
回
の
貧
難
佃
戸
に
関
す
る
一
検
討

十
五
世
紀
前
宇
蘇
州
府
に
お
け
る
倦
役
労
働
制
の
改
革

一一

あ
と
が
き

索
引

中
文
・
英
文
抄
誇
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本
書
第
一
章
で
は
、
明
初
の
官
田
の
形
成
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
明
初

に
江
南
の
蘇
州

・
松
江
・

嘉
輿

・
湖
州
・

常
州

・
銀
江
等
、
六
府
の
官
田
は
六

府
の
線
登
録
白
土
の
四
五

・
二
%
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
中
で
蘇
州
府
は
、
官

田
が
一
該
府
全
陸
田
土
の
六
二
・
九
八
%
、
そ
の
税
糧
は
該
府
総
税
糧
の
九
五

・

四
七
%
を
占
め
、
全
園
線
税
糧
の
一
一
・
一
一
%
に
至
っ
た
。
松
江
府
の
官
田

は
一
該
府
全
国
土
の
八
四
・
五
二
%
、
線
税
糧
の
九
四
・
二
ハ
%
で
、
全
閣
総
税

糧
の
四
・
五
%
を
占
め
た
。
そ
れ
故
、
蘇
・
松
雨
府
の
税
糧
は
明
初
全
園
の
総

税
糧
の
一
五
・
六
一
%
に
至
り
、
明
王
朝
の
税
糧
牧
入
の
中
で
江
南
官
回
が
占

め
る
比
重
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
明
初
の
こ
う
し
た
官
回
の
中
に
は
、
①
宋

・
元
朝
が
設
置
し
た
の

を
明
朝
が
縫
承
し
た
も
の
(
官
回
)
、
②
明
代
初
期
に
園
家
が
特
定
個
人
の
土

地
を
波
牧
し
た
も
の
(
籍
浅
田
・
抄
浅
田
・
波
官
回
)
、
③
元
来
の
動
飢
中
設

生
し
た
無
主
荒
田
を
明
朝
が
固
有
化
し
た
も
の
(
断
入
宮
田
)
等
、
三
系
統
が

あ
る
と
述
べ
、
そ
の
中
で
比
較
的
に
資
料
が
豊
富
な
①
③
系
統
を
主
に
分
析
し

て
い
る
。
特
に
②
の
籍
浅
田
の
愛
生
過
程
の
分
析
が
詳
細
で
、
そ
の
概
要
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

即
ち
、
洪
武
年
開
の
籍
没
過
程
は
、
(
一
)
洪
武
元
年
前
後
、
(
二
)
洪
武

前
期
(
洪
武
元
J
十
二
年
)
、
(
一ニ
)
洪
武
中
(
十
三
J
一
一
一
一
年
)
・
後
期
(
二

三
J
一-一一

年
)
の
一一
一
段
階
を
経
て
お
り
、
各
段
階
で
の
政
治
状
況
(
自
主
-
帝
権
力

の
強
化
、
権
力
の
集
中
、
社
舎
秩
序
の
確
立
)
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
。
こ

の
中
で
洪
武
前
期
は
籍
波
が
相
封
的
に
緩
和
さ
れ
た
時
期
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
洪
武
一
帝
の
三
十
徐
年
聞
の
治
世
の
全
期
聞
を
通
じ
て
共
通
的
に
、
④
国
土
の

籍
浅
は
質
に
庚
範
固
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
⑥
そ
の
主
封
象
は
元
朝
故

官
と
富
民
層
で
、
@
特
に
江
南
地
域
が
主
な
封
象
と
な
っ
た
、
等
の
黙
が
翠
げ

ら
れ
る
。

か
か
る
措
置
は
、
元
代
以
来
江
南
地
方
に
存
在
し
た
祉
舎
矛
盾
、
及
び
明
朝

成
立
の
後
成
長
し
て
来
た
明
朝
園
家
と
祉
舎
と
の
矛
盾
、
そ
し
て
杜
舎
の
各
階

層
開
の
矛
盾
に
、
朱
元
世
却
が
注
目
し
た
結
果
で
あ
る
と
、
著
者
は
許
領
す
る
。

結
論
的
に
著
者
は
、
朱
元
環
が
江
南
地
方
で
行
っ
た
籍
浅
は
、
政
治
的
契
機
と

共
に
社
曾
秩
序
の
維
持
と
い
う
目
的
、
そ
し
て
財
政
確
保
策
等
、
諸
側
面
を
そ

の
原
因
と
し
て
持
つ
も
の
で
あ
る
と
把
同
盟
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
章
で
は
、
官
田
の
比
重
が
特
に
大
き
か
っ
た
蘇
州
・
松
江
府
を
中
心
と

し
て
、
園
家
の
税
糧
徴
牧
制
度
の
側
面
で
明
代
江
南
官
回
の
存
在
形
態
を
検
討

し
、
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
、
官
田
の
存
在
が
江
商
社
舎
に
お
い
て
農
業
経
営
の

形
態

・
土
地
所
有
関
係
・
農
民
の
階
層
的
構
成
等
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
考
察
し

て
い
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
第
一
に
、
洪
武
|
宣
徳
年
間
、
官
田
の
毎
畝
嘗

り
卒
均
税
糧
徴
牧
額
が
、
蘇
州
府
は
四
・
三
六
九
斗
、
松
江
府
は
二
・
九
七
三

斗
で
あ
っ
た
た
め
、
蘇
州
府
の
民
田
の

0
・
四
三
一
一
一
斗
と
松
江
府
の
そ
れ
の

-201ー
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0
・
六
三
九
斗
よ
り
は
る
か
に
高
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
甚
だ
し
い
場
合
畝
蛍

り
一
石
以
上
を
負
揺
す
る
私
租
よ
り
は
や
は
り
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
、

か
か
る
官
田
・
民
田
聞
の
税
糧
負
捲
の
不
均
等
に
よ
る
矛
盾
を
解
決
す
る
た

め
、
官
回
承
佃
戸
(
納
阿
倍
戸
〉
に
つ
い
て
は
、
雑
役
の
割
嘗
を
減
菟
す
る
か
、

ま
た
は
、
劉
蛍
時
換
算
率
を
軽
減
す
る
慣
行
が
あ
っ
た
。
な
お
、
営
時
の
官
田

承
佃
戸
に
は
、
小
経
替
農
民
層
(
自
作
農
)
だ
け
で
な
く
、
奴
僕
と
傭
工
努
働

力
に
依
存
し
て
経
営
す
る
地
主
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
税
糧
の
負
婚
は
、
前
者

の
方
が
重
く
、
後
者
は
比
較
的
軽
か
っ
た
。
第
三
、
官
田
は
法
制
上
に
は
園
有

地
で
あ
る
た
め
、
「
承
佃
戸
」
(
園
家
の
佃
戸
)
・
「
官
租
」
(
園
家
に
納
付
す
る

地
租
〉
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
税
制
の
面
で
見
る
と
、
官

田
も
民
団
と
一
緒
に
賦
役
黄
加
に
登
載
さ
れ
、
官
田
承
佃
戸
も
民
間
所
有
者
と

共
に
里
甲
組
織
に
編
成
さ
れ
て
里
甲
正
役
の
就
役
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の
み
な

ら
ず
官
田
も
「
事
産
」
と
見
倣
さ
れ
、
質
質
的
に
自
由
貿
寅
が
可
能
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
明
初
の
官
田
は
事
寅
上
「
私
的
に
所
有
す
る
土
地
」
で
あ
る
と

い
う
特
徴
が
著
し
く
、
官
田
承
佃
者
は
私
的
な
土
地
所
有
者
(
自
作
農
)
に
見

立
て
ら
れ
る
と
結
論
的
に
吾
一
口
う
。

第
二
章
で
は
、
十
五
世
紀
前
半
、
洪
照
・
宣
徳
年
開
(
一
四
二
五

l
一一一五)

に
江
南
官
田
が
崩
壊
す
る
危
機
に
直
面
し
た
時
、
寅
施
さ
れ
た
改
革
策
の
内
容

と
そ
の
歴
史
的
意
味
を
追
究
し
て
い
る
。
洪
武
年
聞
に
は
割
に
安
定
し
た
伏
態

で
あ
っ
た
、
江
南
の
「
宮
田
捜
制
」
が
、
十
五
世
紀
前
半
に
は
官
国
税
糧
の
未

納
と
納
糧
戸
の
逃
亡
が
多
く
な
り
、
崩
壊
の
危
機
に
立
ち
向
か
う
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
背
景
に
は
、
北
京
遷
都
に
よ
る
納
糧
戸
の
運
迭
負
猪
の
激
増
と
、
糧

長
戸
・
里
長
戸
を
含
む
有
力
大
戸
の
小
民
の
利
盆
侵
害
の
頻
裂
に
よ
る
納
糧
戸

内
部
で
の
「
貧
は
盆
竺
貧
、
富
は
盆
々
富
」
吠
態
の
深
化
と
が
あ
っ
た
。
著
者

は
、
か
か
る
現
象
が
江
南
枇
舎
の
礎
化
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
糧

長
・
大
戸
暦
が
ま
さ
し
く
域
居
地
主
・
「
郷
紳
層
」
の
先
駆
で
あ
る
と
論
じ
て

い
る
。明

朝
政
府
は
、
直
殺
巡
撫
と
蘇
州
知
府
に
蛍
時
信
望
が
厚
か
っ
た
周
伐
(
在

任
一
四
一
一
一

0
1五
一
〉
と
況
鍾
(
在
任
一
四
三

O

四
二
〉
を
各
々
任
命
し
、

例
外
的
に
長
期
間
在
任
さ
せ
改
革
政
策
の
遂
行
を
積
極
的
に
支
援
し
て
、
江
南

祉
舎
の
官
回
笹
制
を
維
持
す
る
と
共
に
危
機
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。
周
伐
と

況
鍾
が
推
進
し
た
改
革
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
二

O
|一一一
O
%
に
至

る
官
回
毎
畝
嘗
り
の
税
糧
徴
枚
額
の
削
減
、
②
地
荒
遺
棄
田
地
に
お
け
る
税
糧

徴
収
の
回
復
と
里
甲
組
織
の
再
整
備
(
綜
綾
田
糧
制
の
寅
施
〉
、
③
税
糧
遠
距

離
輸
迭
努
働
制
度
の
改
革
(
免
運
法
の
制
定
)
、
④
附
加
税
糧
負
掘
の
定
額
・

定
率
化
(
加
耗
例
H
均
徴
加
耗
法
の
寅
施
)
、
⑤
税
糧
の
一
部
分
の
銀
と
棉
布

に
よ
る
代
納
化
(
折
徴
例
の
質
施
)
、
⑥
税
糧
管
理
倉
庫
の
設
立
(
水
女
倉
の
設

置
)
、
⑦
救
済
倉
庫
の
設
立
(
済
援
倉
の
設
置
)
等
々
。
こ
う
し
た

一
連
の
改

革
の
結
果
、
大
戸
の
不
正
行
筋
と
小
民
へ
の
し
わ
ょ
せ
を
制
度
的
に
規
制
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
小
農
民
の
地
域
社
舎
で
の
定
着
・
安
定
が
貧
現
し
て
、

洪
武
以
来
の
官
田
佳
制
が
基
本
的
に
は
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
十
六
世
紀
前
半
、
南
直
隷
巡
撫
欧
陽
鐸
の
改
革
(
嘉
靖
十
六
、

一
五
三
七
〉
で
官
田
制
が
寅
質
的
に
消
滅
す
る
ま
で
の
時
期
に
、
蘇
州
・
松
江

及
び
街
江
の
湖
州
府
で
の
税
糧
徴
牧
制
度
の
過
渡
期
的
幾
容
過
程
を
解
明
し
、

こ
れ
を
通
じ
て
、
江
南
地
方
に
お
い
て
の
地
域
社
舎
の
鑓
化
と
税
糧
徴
牧
制
度

と
の
関
連
を
具
銭
的
に
検
討
し
て
い
る
。
十
五
世
紀
前
半
、
周
伐
が
主
軸
に
な

っ
て
加
耗
制
(
一
律
論
糧
加
耗
制
〉
と
折
徴
制
等
、
康
範
な
改
革
を
行
っ
た

が
、
そ
れ
は
問
題
の
根
本
的
な
解
決
に
ま
で
至
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

官
・
民
団
の
匡
別
、
税
糧
負
擦
の
隔
差
、
官
田
相
互
開
あ
る
い
は
民
田
相
互
聞

の
負
措
の
隔
差
等
の
問
題
か
温
存
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
大
戸
と
小
民
と
の
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矛
盾
が
再
び
顕
現
化
す
る
可
能
性
が
十
分
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
蘇
州
府
で
は
、
周
伐
の
「
一
律
論
糧
加
耗
」
へ
の
改
革
以
後
に

も
、
依
然
と
し
て
畝
蛍
り
の
寅
質
的
な
負
携
額
を
均
等
化
す
る
こ
と
が
解
決
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
中
心
課
題
と
な
っ
た
。
歴
代
南
直
隷
巡
撫
の
繕
績
的
な
努
力
に

よ
っ
て
、
周
伐
の
方
式
か
ら
「
段
階
的
論
糧
加
耗
」
方
式
に
幾
化
し
、
そ
れ
は

ま
た
、
一
四
七
九
年
巡
撫
王
恕
(
在
任
成
化
十
五
|
二
十
、
一
四
七
九
|
八

四
)
に
よ
っ
て
ご
律
論
田
加
耗
」
方
式
〈
畝
蛍
り
一
-
一
一
斗
)
に
改
善
さ
れ

た
。
な
お
、
秋
糧
の
加
耗
米
を
以
て
夏
税
に
代
え
、
金
花
銀
の
折
徴
率
を
低
め

る
代
わ
り
に
現
物
米
穀
徴
枚
比
率
主
高
め
て
、
加
耗
算
出
の
簡
素
化
と
負
携
の

均
等
化
(
民
田
軽
額
田
土
を
多
数
所
有
し
て
い
る
大
戸
屠
の
支
出
増
加
〉
と
へ

一
歩
前
進
し
た
。
こ
の
方
式
は
、
そ
の
後
の
「
均
糧
」
(
官
・
民
田
を
問
わ
ず
、

正
糧
・
加
耗
を
合
算
し
て
畝
蛍
り
税
糧
徴
収
額
を
均
一
化
す
る
方
式
)
の
先
駆

的
形
態
で
あ
る
が
、
以
後
漸
く
南
直
隷
の
他
府
に
も
波
及
し
た
。

松
江
府
で
は
、
歴
代
巡
撫
の
改
革
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
一
律
論
糧
加

耗
方
式
」
が
根
強
く
持
蝿
相
し
た
が
(
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
本
書
三
八
七
l

三
九

O
頁
参
照
)
、

嘉
靖
十
六
年
(
一
五
三
七
)
に
初
め
て
「
論
回
加
耗
方
式
」

が
賓
施
さ
れ
る
。

一
方
、
湖
州
府
は
蘇
・
松
二
府
に
比
べ
て
納
糧
戸
の
中
で
大
戸
屠
(
軽
則
民

田
所
有
者
)
と
小
戸
層
(
重
則
官
田
所
有
者
〉
の
分
布
が
劃
然
と
し
、
社
舎
的

矛
盾
と
税
糧
徴
枚
制
度
の
矛
盾
と
の
関
連
が
露
骨
に
表
面
化
し
た
地
域
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
税
糧
徴
枚
上
の
不
均
衡
克
服
が
先
駆
的
に
、
且
つ
執
働
に
提
起

さ
れ
、
そ
の
結
果
、
こ
の
分
野
の
改
革
の
面
で
は
先
進
地
域
と
な
っ
た
。
正
徳

十
四
年
三
五
一
九
)
、
巡
按
新
江
監
察
御
史
許
庭
光
の
「
均
糧
」
提
案
は
、

ま
さ
し
く
江
南
デ
ル
タ
官
田
地
帯
で
の
均
糧
改
革
の
第
一
撃
で
あ
っ
た
。
た

だ
、
こ
の
提
案
は
戸
部
の
承
認
を
得
ず
、
翌
年
官
回
・
民
国
各
々
の
毎
畝
徴
枚

均
一
化
及
び
不
完
全
な
形
態
の
「
徴
ご
の
貧
施
に
止
ま
っ
た
が
、
そ
の
後
、

南
直
隷
諸
府
の
「
徴
ご
(
米
銀
に
よ
る
毎
畝
一
率
定
額
徴
収
、
即
ち
、
積
極

一
石
嘗
り
米
・
銀
比
率
の
統
一
・
固
定
化
〉
寅
施
の
際
、
模
範
に
な
っ
た
。

第
五
章
で
は
、
十
六
世
紀
江
南
で
の
税
糧
徴
枚
制
度
の
改
革
と
そ
れ
に
沿
っ

た
官
田
の
完
全
な
消
滅
過
程
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
の
大
要
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。
嘉
靖
中
期
に
蘇
州
知
府
王
儀
(
在
任
嘉
靖
十
五
|
七
、
一
五
一
一
一

六
1

三
八
)
が
丈
量
と
共
に
均
糧
・
徴
一
へ
の
改
革
を
断
行
し
た
。
こ
こ
に
至

っ
て
官
田
・
民
田
の
区
別
と
こ
れ
を
前
提
に
し
た
畝
蛍
り
税
糧
徴
枚
額
の
不
均

等
性
・
多
元
性
を
完
全
に
解
消
し
た
の
み
な
ら
ず
、
傍
役
銀
負
措
の
差
異
の
問

題
も
解
決
さ
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
蔦
暦
三
年
三
五
七
五
〉
に
至
る
ま

で
湖
州
・
蘇
州
・
常
州
‘
鎮
江
・

嘉
輿
・
松
江
等
江
南
各
府
で
税
糧
徴
枚
制
度

の
改
革
が
行
わ
れ
、

官
図
が
消
滅
し
つ
つ
あ
っ
た
。
著
者
は
、
こ
う
し
た
改
革

が
十
六
世
紀
後
半
以
後
の
一
候
鞭
法
・
地
丁
併
徴
の
全
図
的
改
革
に
先
駆
的
役

割
を
果
た
し
た
と
評
債
す
る
。

十
五
世
紀
前
半
期
、
周
伐
の
改
革
の
時
は
、
税
糧
負
猪
の
不
均
衡
に
因
る
税

糧
滞
納
、
納
糧
戸
の
逃
亡
、
耕
地
の
放
棄
等
が
危
機
と
認
識
さ
れ
た
問
題
で
あ

っ
た
が
、
十
六
世
紀
に
は
、
訴
訟
の
激
増
と
共
に
、
忍
円
吏
の
不
正
行
震
に
よ
る

「
国
籍
の
国
境
飢
」
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
た
。
著
者
は
そ
の
契
機
と
し
て
、
①

官
民
団
の
区
別
に
よ
る
税
糧
負
纏
の
不
均
等
問
題
、
②
十
六
世
紀
以
後
特
に
頻

繁
と
な
っ
た
納
糧
戸
開
の
土
地
取
引
、
③
地
主
・
佃
戸
的
土
地
所
有
の
褒
展
と

域
居
地
主
化
傾
向
の
顕
著
化
、
@
「
官
僚
家
」
を
中
心
と
す
る
大
戸
勢
力
と
小

民
層
と
の
祉
曾
的
矛
盾
の
深
刻
化
〈
こ
れ
は
里
長
・
父
老
・
生
員
・
農
民
等
の

改
革
賛
同
勢
力
と
改
革
に
反
封
す
る
特
権
勢
力
の
封
立
と
し
て
現
わ
れ
た
〉
等

を
奉
げ
て
い
る
。

本
章
で
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
十
五
世
紀
前
半
の
改
革
が
「
園
家
主
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vM
の
改
革
」
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
十
六
世
紀
江
南
で
官
同
か
消
滅
す
る

過
程
で
推
進
さ
れ
た
改
革
は
、
中
央
政
府
の
役
割
が
象
徴
的
な
も
の
に
止
ま

り
、
資
際
に
は
(
南
直
線
巡
柳
川
や
そ
れ
を
媒
介
と
す
る
情
報
交
換
を
不
可
倣
の

篠
件
と
し
な
が
ら
も
〉
基
本
的
に
は
各
府
の
知
府
が
主
導
し
た
と
い
う
著
者
の

指
摘
で
あ
る
。
要
す
る
に
省
時
の
改
革
は
、
常
一該
地
方
官
が
主
位
に
な
っ
て
地

域
内
部
の
強
力
な
改
革
要
求
を
背
景
に
推
進
さ
れ
た
と
言
う
。
蛍
時
中
央
政
府

は
、
明
初
以
来
の
起
科
等
則
の
幾
更
を
依
然
と
許
さ
ず
、
江
南
地
域
で
の
地
方

官
主
導
の
改
革
後
も
起
科
等
則
と
加
耗
総
額
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
こ
と
に

注
意
を
喚
起
さ
せ
て
い
る
。

終
章
で
は
、
第
三

・
囚
・
五
章
で
追
究
し
た
諸
改
革
を
回
顧
し
て
か
ら
、

官
・
民
団
の
区
別
が
既
に
消
滅
し
た
時
期
に
生
き
た
顧
炎
武
が
今
さ
ら
嘗
代
の

江
南
地
域
の
重
賦
を
批
剣
し
つ
つ
そ
の
歴
史
的
起
源
を
十
六
世
紀
の
官
・
民
団

消
滅
に
繋
が
る
一
連
の
改
革
に
置
い
て
い
る
背
景
を
分
析
し
て
い
る
。
願
炎
武

自
身
は
、
官
旧
の
復
活
を
望
ん
だ
人
で
も
な
い
し
、
園
家
利
盆
を
代
縛
し
た
人

物
で
も
な
い
。
む
し
ろ
官
田
の
設
置
と
獄
大
に
反
針
す
る
立
場
に
立
っ
て
い

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
顧
炎
武
が
十
六
世
紀
の
改
革
を
批
判
し
た
理
由
は
、
首

時
の
江
南
重
賦
の
原
因
を
、
過
去
の
官
回
へ
の
重
賦
が
官

・
民
田
の
区
別
が
消

滅
す
る
に
つ
れ
て
民
団
に
鱒
嫁
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
、
理
解
し
た
か
ら
で
あ

る
。
彼
が
「
官
回
、
官
之
回
也
。
民
団
、
民
自
有
之
田
也

0

・」
と
強
調
し
た
の

は
、
軽
賦
で
あ
っ
た
民
団
の
回
復
(
重
賦
の
解
消
)
を
志
向
し
た
も
の
で
、
こ

れ
は
地
主
の
立
場
を
代
掛川
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
減
賦
に
よ
っ
て
中
小
自
作
農

の

「重
賦
」
負
猪
と
佃
戸
の
「
重
租
」
負
拐
を
綬
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
立
場
に

基
づ
い
て
い
た
。
顧
の
か
か
る
批
判
は
省
時
の
江
南
祉
曾
を
背
景
に
現
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
言
う
。
そ
の
背
景
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

十
五
世
紀
前
中
T
周
枕
の
改
革
の
背
景
に
は
、
①
小
経
営
農
民
麿
を
中
心
に
、

納
糧
戸
の
生
計

・
経
営
を
維
持
さ
せ
、
彼
等
に
持
術
的
に
税
糧
を
納
入
さ
せ
る

と
い
う
目
標
、

②
江
南
地
域
の
祉
含
矛
盾
、
即
ち
、
一
方
の
大
戸
(
繕
紳
・
紳

士
と
呼
ば
れ
る
身
分
の
家
と
糧
長

・
里
長
戸
、
な
か
で
も
母
国択
の
占
め
る
比
重

が
大
き
か
っ
た
)
と
、
も
う
一
方
の
小
民

・
小
戸
へ
の
顕
著
な
雨
極
分
解
現
象

等
が
存
在
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
十
六
世
紀
前
牢
に
は
、
巨
視
的
に
見
て
雨
極
分

化
の
矛
盾
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
大
戸
麿
は
官
僚
の
家
を
中
心
と
す
る
大
土

地
所
有
者
(豪
右

・
郷
大
夫

・
繕
紳
之
家
・
宮
室
富
豪

・
官
戸

・
大
戸
、
こ
れ

ら
の
大
部
分
は
減
居
者
)
が
主
要
構
成
要
素
と
な
り
、
十
五
世
紀
前
牢
に
は
大

戸
層
の
一
員
と
し
て
史
料
に
登
場
し
た
糧
長
・
里
長
が
、
十
六
世
紀
に
は
む
し

ろ
小
民
麿
の
利
筈
の
鵠
現
者
と
し
て
史
料
上
記
さ
れ
る
よ
う
に
纏
わ
っ
た
の
で

あ
る
。附

篇
の
第
一

章
は
、
元
代
官
田
の
承
佃
者
で
あ
る
「
貧
難
佃
戸
」
の
質
鐙
と

そ
の
存
在
形
態
を
考
察
し
た
章
で
あ
る
。
第
二
重
で
は
、
宣
徳
五
年
よ
り
景
泰

二
年
に
か
け
て
(
一
四
三

O
|五
一
)
蘇
州
府
で
行
わ
れ
た
径
役
労
働
制
の
改

革
を
分
析
し
て
い
る
。
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以
上
、
八

O
O頁
に
達
す
る
落
大
な
分
量
を
有
す
る
本
書
の
内
容
を
極
く
簡

単
に
紹
介
し
た
。
要
す
る
に
本
書
は
、
明
代
江
南
{呂
田
の
淵
源

・
形
成

・
幾

化

・
消
滅
に
至
る
ま
で
の
始
末
と
そ
の
歴
史
的
意
味
を

E
観
的

・
微
視
的
な
分

析
方
法
を
適
切
に
動
員
し
て
追
究
し
た
も
の
で
、
明
清
史
四
年
界
で
一
つ
の
濁
創

的
な
業
績
を
成
し
遂
げ
た
大
著
で
あ
る
。
一
讃
の
中
で
も
勉
強
に
な
っ
た
所
が

非
常
に
多
い
。

た
だ
評
者
の
欲
心
か
、
次
の
よ
う
な
問
題
は
更
に
知
り
た
く
な

っ
た
。第

一

、
第
一
章
で
著
者
は
、
洪
武
-
帝
の
江
南
で
の
土
地
籍
淡
政
策
を
三
つ
の
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時
期
に
区
分
し
、
洪
武
前
期
に
は
籍
淡
政
策
が
一
時
的
に
緩
和
さ
れ
、
む
し
ろ

富
民
を
明
朝
後
制
内
に
包
掻
し
よ
う
と
し
た
と
分
析
し
た
。
そ
こ
に
は
十
分
納

得
し
得
る
根
擦
の
提
示
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
政
策
が
何
故
他
な
ら
ぬ

そ
の
時
期
に
必
要
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
江
南
に
制
到
す
る
視
角
の
み
な
ら

ず
、
明
朗
統
治
位
制
の
全
構
造
の
中
で
把
握
す
る
、

E
観
的
且
つ
具
程
的
な
設

明
が
あ
っ
た
ら
、
と
思
っ
た
。

第
二
は
、
籍
浅
田
の
問
題
で
あ
る
。
著
者
は
第
一
章
で
、
籍
淡
の
目
的
が
、

政
治
的
契
機
と
祉
曾
矛
盾
の
緩
和
、
そ
し
て
園
家
財
政
の
確
保
等
に
あ
っ
た
と

説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
洪
武
年
開
の
三
つ
の
時
期
の
籍
淡
の
契
機
や
目
的

が
全
部
同
一
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
若
し
同
一
で
な
か

っ
た
と
す
れ
ば
(
例
え
ば
、
本
書
の
文
脈
か
ら
は
、
中

・
後
期
に
は
政
治
的
契

機
が
よ
り
強
か
っ
た
か
と
読
み
取
ら
れ
る
)
、
場
合
に
よ
っ
て
、
「
官
田
の
披

大
」
が
「
目
標
」
と
い
う
よ
り
は
、
あ
る
事
件
に
随
伴
し
て
起
っ
た
「
結
果
」

と
も
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
、
洪
武
十
二
年
序
の
『
刊
紙
州
府
士
山
』
巻
十
、
税
賦
・
田
畝
の
統
計
問
題

で
あ
る
。
こ
の
統
計
に
つ
い
て
は
既
に
藤
井
宏
が
、
昆
山
豚
の
統
計
は
洪
武
四

年
、
常
熱
豚
は
臭
元
年
の
統
計
で
あ
る
と
指
摘
し
つ
つ
、
「
決
し
て
或
年
に
一

済
に
行
は
れ
た
調
査
に
基
づ
く
統
計
で
は
な
く
・
:
:
明
初
争
飢
直
後
の
不
完
全

な
統
計
の
集
積
」
で
あ
る
と
解
明
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
著
者
は
他
の
統
計
の
評

僚
は
藤
井
の
指
摘
を
利
用
し
な
が
ら
も
、
こ

の
洪
武
『
刊
紙
州
府
志
』
の
回
土
統

計
に
関
し
て
の
み
は
、
藤
井
の
指
摘
を
全
く
度
外
視
し
た
ま
ま
、
一
律
に
洪
武

十
一
年
ま
で
の
統
計
と
見
た
上
で
論
理
を
展
開
し
て
い
る
(
一
四
六
頁
〉
。
『
食

録
』
洪
武
十
五
年
四
阿
丙
午
僚
に
は
、
「
戸
部
奏
、
天
下
郡
鯨
所
準
賦
役
黄
加

丁
糧
之
数
、
類
多
錯
誤
、
諸
法
問
之
。
」
と
言
う
。
即
ち
、
洪
武
十
四
年
の
賦

役
責
般
の
統
計
さ
え
信
葱
度
が
低
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
後
に
各
地
域
で

「
原
額
」
と
し
た
の
は
洪
武
二
十
四
年
の
統
計
で
あ
る
。
従
っ
て
、
洪
武
コ
蘇

州
府
志
』
の
統
計
が
た
と
え
洪
武
十
一
年
ま
で
の
一
律
的
な
統
計
で
あ
っ
て

も
、
「
そ
の
信
懇
性
が
穎
箸
に
低
い
L

と
い
う
「
但
し
書
」
無
し
に
使
う
の
は

危
う
い
と
思
わ
れ
る
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
、
江
商
社
舎
の
雨
極
分
解
問
題
。
著
者
は
、
江
南
枇
舎
の
矛
盾
と
し

て
、
十
五
世
紀
前
牢
に
も
、
十
六
世
紀
前
半
に
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
く
、
大

戸
と
小
戸
(
小
民
)
の
雨
極
分
化
を
摩
げ
て
い
る
(
た
と
え
ば
五
四
一
一
貝
等
)
。

し
か
し
、
「
小
民
や
小
戸
は
、
一
方
で
は
、
こ
う
し
た
経
済
的
基
準
に
、
他
方

で
は
、
社
曾
的
地
位
の
格
差
に
も
と
づ
き
、
大
戸
な
ど
と
封
比
さ
れ
る
呼
稽
で

あ
る
。
王
朝
園
家
に
統
治
さ
れ
る
人
民
一
般
が
小
民
と
呼
ば
れ
る
こ
と
す
ら
も

あ
る
。
・
:
小
戸
や
小
民
と
い
う
呼
稽
は
、
佃
戸

・
自
作
農
粂
佃
戸
・
自
作
農

か
ら
中
小
の
地
主
ま
で
を
庚
く
封
象
と
す
る
」
(
二
ハ
一
一
一
頁
)
と
い
う
著
者
の

設
明
に
従
え
ば
、
決
し
て
「
大
戸
及
び
小
戸
の
二
階
層
」
に
社
舎
が
雨
極
分
化

さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
本
書
で
は
、
「
小
戸
」
・

「
小
民
」
の
概
念
が
場
所
に
よ
り
時
と
し
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
更
に
理
解

を
困
難
に
せ
し
め
て
い
る
。

第
五
、
第
五
震
で
、
十
六
世
紀
前
半
の
改
革
は
、
地
域
内
部
の
糧
長
・
里

長

・
父
老

・
生
員
等
の
積
極
的
な
要
求
を
背
景
と
し
て
、
各
府
の
知
府
の
主
導

の
下
に
推
進
さ
れ
た
と
言
う
。
し
か
し
、
表
面
に
現
わ
れ
た
推
進
方
式
が
「
知

府
の
主
噂
」
で
あ
っ
て
も
、
寅
際
に
は
異
な
っ
た
側
面
を
持
っ
て
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
十
五
世
紀
前
半
、
中
央
政
府
の
強
力
な
信
任
を
得
て
い
た
周
枕

す
ら
、
そ
の
改
革
過
程
で
二
回
も
告
愛
さ
れ
た
例
(
二
九
二
頁
)
や
、
正
徳
十

四
年
、
漸
江
巡
按
御
史
許
庭
光
の
「
均
糧
」
要
請
が
戸
部
の
承
認
を
得
な
か
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
嘉
消
前
半
期
の
大
「
郷
紳
」
顧
鼎
臣
の
三
次
に
わ
た
っ
た
上

奏
が
皇
帝
の
裁
可
が
下
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
質
施
さ
れ
ず
、
彼
が
推
薦
し
た
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蘇
州
知
府
王
儀
に
よ
っ
て
後
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
等
は
再
吟
味
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
う
。

明
末
に
は
、
中
央
の
法
規
が
地
方
官
府
で
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た
の
み
か
、
地
方
の
紳
士
の
世
論
が
中
央
政
府
に
影
響
を
輿
え
る

等
、
地
方
一
庇
舎
、
特
に
江
南
祉
曾
で
の
紳
士
の
影
響
力
と
支
配
力
が
成
長
し
つ

つ
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
江
南
地
域
に
お
い
て
、
税
糧
枚
取
僅
制
の
改
革
も
「
大

戸
」
の
反
封
が
強
い
時
は
果
た
さ
れ
ず
、

一
部
地
方
で
は
改
革
の
達
成
ま
で
長

期
聞
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
地
方
の
紳
士
の
協
助
を
得
ず
、

無
理
に
改
革
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
改
革
の
寅
施
ど
こ
ろ
か
そ
の
地

方
官
自
身
が
縛
補
さ
れ
る
こ
と
さ
え
珍
し
く
な
か
っ
た
。
明
末
清
初
、
「
均
田

均
役
」
の
改
革
も
そ
の
成
功
の
た
め
に
は
、
何
日
一
リ
も
紳
士
の
世
論
形
成
が
必

要
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
解
明
さ
れ
た
所
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
知
府
主
導
」

を
始
め
と
す
る
本
書
の
改
革
勢
力
に
射
す
る
把
揮
は
、
「
紳
士
公
議
」
等
に
現

れ
る
地
方
の
紳
士
の
世
論
や
、
中
央
政
府
と
の
関
係
を
も
う
少
し
考
慮
し
て
慎

重
な
検
討
を
行
な
い
、
何
ら
か
の

「
但
し
書
」
を
つ
け
加
え
た
方
が
い
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

評
者
の
浅
壊
罪
才
の
た
め
、
著
者
の
重
厚
且
つ
深
遠
な
意
闘
を
設
み
取
れ
な

か
っ
た
が
故
の
誤
り
も
数
多
か
ろ
う
と
思
う
。
御
寛
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

本
書
の
誤
了
に
際
し
て
、
日
本
の
明
代
社
舎
経
済
史
研
究
の
愛
展
の
高
さ
を
再

び
感
じ
つ
つ
、

一
讃
の
機
舎
が
輿
え
ら
れ
た
こ
と
に
大
湊
感
謝
す
る
。

註(
1
〉
鶴
見
向
弘
「
明
代
の
崎
零
戸
に
つ
い
て
」
、

三
、
一
九
六
回
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序
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分
参
照。

(
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)

藤
井
宏
「
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代
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す
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(
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、
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四
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九
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八
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)
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九
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。
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〉
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